
�愛媛県告示第１２５０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２６年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年１１月１１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１２５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

告 示

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

あすなろ薬局持田店 松山市此花町７番３３号 ＴＭＣビル１
階 株式会社かおる 精神通院医療

（薬局）
平成２６年
１０月１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第２７号

平成２６年１０月３１日
伊予市宮下字東谷１９６６番１

伊予郡砥部町重光４１５番地

ガーデンズＫⅡ１０１号室

後 藤 孝 志

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町河内２０８８番３から

同町河内２０８６番３まで

旧 ４．３～４７．５ ０．１６４

新 ６．６～５０．０ ０．１６４

毎週（火・金）曜日発行 第２６２２号 平成２６年１１月１１日

平成２６年１１月１１日火曜日 第２６２２号
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�愛媛県告示第１２５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２６年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

県 道 内子双海線 喜多郡内子町河内２０７３番３

旧
メートル キロメートル
１９．９～２１．２ ０．００４

新 ２１．２～２３．６ ０．００４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬南２９３１番から

同町大瀬南３０６０番まで

旧 ４．４～１０．５ ０．５４６

新 １７．８～４８．０ ０．４５８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬南２９９５番２から

同町大瀬南３０３５番４まで
平成２６年１１月１１日

随意契約に係る物品等の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

運転者管理システム改修業
務 一式

愛媛県警察本部警務部
会計課
愛媛県松山市南堀端町
２番地２

平成２６年９月２９日
日本電気株式会社 松山
支店
愛媛県松山市一番町一丁
目１５番地２

２８，８３６，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第１号の規定による。
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平成２６年１１月１１日 発行

愛 媛 県 報平成２６年１１月１１日 第２６２２号
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